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子育てコンシェルジュ便り 
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子育て中に出会うみなさんの「困った・・・」「どうしよう・・・」を支援してくれるサービスがあるの

をご存知ですか？今回は、ファミリー・サポート・センター、病児病後児保育、放課後児童クラブ等の紹

介です。 

ファミリー・サポート・センター 

子育て経験のある方、子育て支援に興味のある方、みなさ

んの経験やスキルを活かし「まかせて会員」として活躍して

いただけませんか？援助活動に対して、謝礼が出ます。 

※サポート内容は？ 

・保育園・幼稚園などへの送迎・保育開始前後の預かり 

・児童クラブ終了後の預かり・外出時の預かり    等々 

「おねがい会員」登録のしかた 

説明会（要予約）毎週水曜日午後１時３０分～２時３０分 

※３cm四方の写真２枚を持っていくと、その場ですぐ

登録できますよ。水曜日は行けない、緊急に使いた

い等の場合は電話で相談してくださいね。 

・日曜日は、お店が忙しい 

・資格を取りたいから勉強したい 

・受診時に子どもを連れて行けない 

・残業でお迎えが間に合わない 

・授業参観時に赤ちゃんを預かって

もらいたい      ・・等々 

Q：援助の時間は？ 

A：午前６時～午後１０時まで 

Q：１時間当たりの料金は？  

時間の区分 平日 土・日・祝 

午前７時～午後７時 600円 700円 

上記以外 700円 800円 

３０分未満 半額 半額 

 

問合わせ先 蒲郡市ファミリー・サポート・センター 

ＴＥＬ・ＦＡＸ （0533）65-9399 
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０歳から１８歳未満の子どもさんに関す

る相談に応じています。(学校や家庭生活、

教育等における困りごと 等) 

 

日時：午前 9時 30分～午後 5時 月～金 

場所：市役所新館２F子育て支援課の 

家庭相談室内 

方法：電話・来所 

市内児童館（日時は広報・HPで） 

家庭児童相談室 
☎66-1213 

子ども・若者相談窓口 
☎95-3100 

蒲郡市に在住・在学の、おおむね４０歳未満 

の方の相談に応じています。（ニート・ひきこも

り、不登校、いじめ、非行に関する困りごと 等） 

 

日時：午前 9時 30分～午後 4時 月・水・金 

場所：蒲郡市生命の海科学館１F 相談室 

方法：電話・来所 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

蒲郡市子育てコンシェルジュ (来所・電話・訪問・同道)相談日時 月～金 8：30～17：00 

留守をしていることがありますので、相談日時指定の場合は、電話予約をお願いします。 

西部子育て支援センター(形原北保育園内) 〒443-0102金平町三本木１     ☎ 57-8066 

中央子育て支援センター             〒443-0055八百富町 14番 2号  ☎ 69-3511 

蒲郡市役所 子育て支援課(新館 ２F)    〒443-8601旭町 17番 1号     ☎ 66-1107 

(西部)鈴木             (中央)市川          (子育て支援課)白井 

 

 

 

放課後児童クラブ申し込み 

<対象>保護者や家族が、就労などで放課後留

守になる家庭の小学生 

<費用>有料 

<申込書配布>１0月 2日(月)～ 市内児童館   

    各児童クラブ室・教育委員会庶務課 

<申込期間>継続児童１0月２４日(火)まで 

  新規児童１0月２５日(水)・２６日(木) 

  午後４時～午後 7時 

<申込先>継続児童：各児童クラブ室 

    新規児童:対象児童クラブを管轄す

る各児童館 

<問い合わせ先>教育委員会 庶務課 

℡６６－１１６６ 

お待ちして 

います 11 月街角コンシェルジュ 

『ひとねる祭』 

と き：11月 19日（日）9時～12時 

ところ：保健センター 

１2 月 街角コンシェルジュ 
 

と き ところ 

12 月 1 日（金） 

12 月 18 日（金） 

各日とも10時30分～正午 

蒲郡市立図書館 

児童室（１F） 

  

保護者の就労等のため、家庭での保育が困難な病気や、病気の『回復期』にあるお子さんを医師の診

断に基づき、一時的に保育します。 

●対象児童・・・・満 1歳から小学校 6年生までの児童（年齢は利用日の満年齢です。） 

●定  員・・・・1日 3人 

●実施場所・・・・「おひさまキッズ」病児・病後児保育室（ナーシングホーム蒲郡内） 

●保育時間・・・・（基本時間）午前 8時～午後 6時（最大延長は午前 7時～午後 8時まで） 

●利用料金・・・・・1・2歳⇒3,000 円/日、3歳以上⇒2,700円/日（昼食代・おやつ代込） 

        ※生活保護世帯及び市町村民税非課税のひとり親世帯は無料 

●登録→利用申込→料金支払の流れ 

（１）利用するには、事前に利用登録が必要です。登録希望の方は「病児・病後児保育利用登録申請書」を

蒲郡市役所子育て支援課に提出してください。 

（２）利用前日までに「おひさまキッズ」（☎56-0345）に連絡し、利用予約をしてください。 

（３）かかりつけ医などの医療機関で診察を受け、「病児・病後児保育医師連絡票」作成を依頼してください。 

（４）当日は「利用申込書」と「病児・病後児保育医師連絡票」を「おひさまキッズ」に提出し、利用して

ください。 

（５）料金は、利用日当日に「おひさまキッズ」に支払ってください 

●利用機関  連続する 7日間を限度とします。 

 未登録の方で、緊急に利用が必要となった場合は「おひさまキッズ」に相談してください。 

病児・病後児保育 

街角コンシェルジュ（出張相談会） 

講演会  保育園手作りグッズの展示  

どんぐり鉄道 昔ながらの遊びを楽しもうコーナー 

スタンプラリー等々…楽しい催しがいっぱい！ 

問合わせ先  おひさまキッズ      子育て支援課 

ＴＥＬ  （0533）56-0345   （0533）66-1107 
 

 


